
【参照条文】 

 

○「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（平成十九年法律第五十九号）抄 
（定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
一～四 （略） 

 五 地域公共交通特定事業 軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事

業再構築事業、鉄道再生事業及び地域公共交通再編事業をいう。 
 六 軌道運送高度化事業 軌道法による軌道事業（旅客の運送を行うものに限る。以下「旅客軌道事

業」という。）であって、より優れた加速及び減速の性能を有する車両を用いることその他の国土交

通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保（設定された発着時刻に従って運行すること

をいう。以下同じ。）、速達性の向上（目的地に到達するまでに要する時間を短縮することをいう。以

下同じ。）、快適性の確保その他国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公

共交通の活性化に資するものをいう。 
 七～十三 （略） 
  
（基本方針） 

第三条 主務大臣は、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進

するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定

めるものとする。 
２～７ （略） 
  
（地域公共交通網形成計画） 

第五条 地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町村にあっては単

独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域

内について、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するた

めの計画（以下「地域公共交通網形成計画」という。）を作成することができる。 
２～１０ （略） 
 
（軌道運送高度化事業の実施） 

第八条 地域公共交通網形成計画において、軌道運送高度化事業に関する事項が定められたときは、軌

道運送高度化事業を実施しようとする者（地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該

地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第三項から第五項まで及び次

条第一項において同じ。）は、単独で又は共同して、当該地域公共交通網形成計画に即して軌道運送高

度化事業を実施するための計画（以下「軌道運送高度化実施計画」という。）を作成し、これに基づき、

当該軌道運送高度化事業を実施するものとする。 
２～６ （略） 
 



（軌道運送高度化実施計画の認定） 
第九条 軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、軌道運送高度化実施計画

が持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進す

るために適当なものである旨の認定を申請することができる。 
２ （略） 
３ 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その軌道運送高度化実施

計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 
 一 軌道運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。 
 二 軌道運送高度化実施計画に定める事項が軌道運送高度化事業を確実に遂行するため適切なもので

あること。 
 三 軌道運送高度化実施計画に定められた旅客軌道事業の内容が軌道法第三条の特許の基準に適合す

ること。 
４ 前項の認定をする場合において、軌道法第三条の特許を要するものについては、運輸審議会に諮る 
ものとし、その他必要な手続きは、政令で定める。 

５～９ （略） 
  
（軌道法の特例） 

第十条 軌道運送高度化事業を実施しようとする者（次項に規定する場合を除く。）がその軌道運送高度

化実施計画について前条第三項（同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の認

定を受けたときは、当該軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業のうち、軌道法第三

条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。 
２ 軌道運送高度化事業を実施しようとする者（軌道を敷設してこれを旅客の運送を行う事業に使用さ

せる事業（以下「軌道整備事業」という。）を実施しようとする者と敷設された軌道を使用して旅客の

運送を行う事業（以下「軌道運送事業」という。）を実施しようとする者とが異なる場合に限る。）がそ

の軌道運送高度化実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該軌道運送高度化実施計画

に定められた軌道運送高度化事業として行われる軌道整備事業又は軌道運送事業については、軌道法

第三条の特許を受けたもとのとみなす。 
３ （略） 
 

 

○「軌道法」（大正十年法律第七十六号）抄 
（事業の特許） 

第三条 軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者ハ国土交通大臣ノ特許ヲ受クヘシ 


